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東かがわ市告示第25号 

 東かがわ市農業委員会委員等の報酬の加算額に関する要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

  令和８年３月13日 

東かがわ市長 上村 一郎 

東かがわ市農業委員会委員等の報酬の加算額に関する要綱の一部を改正する告示 

東かがわ市農業委員会委員等の報酬の加算額に関する要綱（令和元年東かがわ市告示第29号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

東かがわ市農業委員会委員等の能率給の支給に関する要綱 東かがわ市農業委員会委員等の報酬の加算額に関する要綱 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この要綱は、東かがわ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費

用弁償に関する条例（平成15年東かがわ市条例第25号）別表に規定する農

業委員会の会長、会長職務代理者、委員及び農地利用最適化推進委員（以

下「委員等」という。）の報酬のうち、市長が定める額として支給する能

率給（以下「能率給」という。）について、必要な事項を定めるものとす

る。 

第１条 この要綱は、東かがわ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費

用弁償に関する条例（平成15年東かがわ市条例第25号）別表に規定する農

業委員会の会長、会長職務代理者、委員及び農地利用最適化推進委員（以

下「委員等」という。）の報酬のうち、市長が定める加算額（以下「加算

額」という。）について、必要な事項を定めるものとする。 

（支給対象活動） （活動実績加算及び成果実績加算） 

第２条 能率給の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施

要綱（平成28年３月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。

以下「実施要綱」という。）第３の１（１）に規定する活動とする。 

第２条 加算額は、活動実績に応じた加算（以下「活動実績加算」という。）

及び成果実績に応じた加算（以下「成果実績加算」という。）とする。 

 ２ 活動実績加算及び成果実績加算の額は、別表に定める額とする。 

（実績の報告） （実績の報告） 

第３条 委員等は、前条に規定する活動を行った日の属する月の翌月末日ま

でに、活動実績を農業委員会活動記録簿により東かがわ市農業委員会に報

告するものとする。 

第３条 委員等は、農地利用最適化交付金事業実施要綱（平成28年３月29日

付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。）

別添１の１に掲げる交付対象となる活動（以下「対象活動」という。）を

した日の属する月の翌月末日までに、農地利用最適化推進活動管理簿（別

紙様式）により農業委員会の会長に報告するものとする。 

 ２ 前項の農地利用最適化推進活動管理簿は、市長が別に認める様式で替え

ることができる。 
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改正後 改正前 

 ３ 農業委員会の会長は第１項により報告された対象活動をとりまとめて、

市長に報告するものとする。 

 （財源）  

第４条 能率給は、実施要綱に基づき交付される農地利用最適化交付金（以

下「交付金」という。）を財源とする。 

 

 （能率給の算定方法等）  

第５条 活動実績に基づく能率給は、次の方法により算定し支給する。  

(１) 対象活動に要した時間について、１時間当たり1,000円とする。  

(２) 支給の基礎となる時間は、対象活動に要した時間を通算するものと

する。 

 

(３) 前号により通算した時間に１時間未満の端数があるときは、その端

数が30分以上のときは１時間とし、30分未満のときは切り捨てるものと

する。 

 

２ 成果実績に基づく能率給は、交付金の額から前項の額及び実施要綱第３

の１（２）に規定する諸費用の額を差し引いた額に委員等の活動日数を全

ての委員等の総活動日数で除して得た数を乗じた額とする。ただし、著し

く活動実績が少ない委員等についてはこの限りでない。 

 

 （能率給の支給時期）  

第６条 市は交付金の交付を受けた後に、委員等に能率給を一括して支給す

るものとする。 

 

（その他） （その他） 

第７条 略 第４条 略 

 別表（第２条関係） 

  加算の区分 加算する額 備考  

  

活動実績加算 

対象活動に要した時間

について１時間当たり

1,000円とする。 

支給の基礎となる時間は、そ

の月の対象活動に要した時

間を通算する。ただし、通算

した時間に１時間未満の端
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改正後 改正前 

数があるときは、その端数が

30分以上のときは１時間と

し、30分未満のときは切り捨

てるものとする。 

  

成果実績加算 

実施要綱第３の２に規

定する成果実績に応じ

た交付金÷対象活動を

行った委員等の人数 

ただし10円未満の端数

が生じたときは、これを

10円単位に切り捨てて

得た額とする。 

当該年度において対象活動

を行った日数が、10日以上で

ある委員等について加算す

る。 
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改正後 改正前 

 別紙様式（第３条関係） 

 

 
   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和８年３月 13日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により報告された活動については、なお従前の例による。 


